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卒業式及び卒園式におけるマスクの取扱いに関する 

基本的な考え方について 

 

 

 

日頃は、本市の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうござ

います。 

先般、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、本年 4月 1日以

降の学校でのマスク着用の考え方について見直しがなされ、「学校教育活動

の実施に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とする」等とされ

ました。そして、4月 1日以前に実施される卒業式におけるマスクの取扱い

についても、教育的意義を鑑み、児童生徒及び教職員はマスクを着用せずに

出席することを基本とするという方針が示されました。 

つきましては、本市におきましても国の方針に従い、卒業式及び卒園式に

おけるマスクの取扱いについては下記のとおりといたしますので、ご理解ご

協力のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

○ 基本的な考え方 

・ 卒業生、在校生及び教職員については、入退場、式辞・祝辞等、卒 



 

 

業証書授与、送辞・答辞の場面など、式典全体を通じてマスクを外 

すことを基本とします。 

・ 本年 3 月 13 日から社会生活全般について、マスクの着用について

は個人の判断に委ねるという方針が出ておりますが、学校における 

対応の変更は本年 4月 1日からとなっておりますので、保護者の皆

様におかれましては、マスクの着用をしていただきますようお願い

いたします。 

 

○ 国歌・校歌等の斉唱、合唱等 

・ 国歌・校歌等の斉唱や合唱を行う時は、マスクの着用など一定の感

染症対策を講じた上で実施します。 

 

○ 留意事項 

・ 卒業式・卒園式の実施に当たっては、換気の実施や、参加者への咳 

エチケットの推奨、手の消毒や手洗い等の手指衛生など、必要な感 

染症対策を講じます。 

・ 今回の方針は、卒業式・卒園式が有する教育的意義を鑑みて示され 

たものであり、マスクの着脱について強制するものではありません。 

様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する生徒、 

また、健康上の理由によりマスクを着用できない生徒などもいるこ

とについてご理解願います。 

  ・ 本校においては、すでにお知らせしている通り、保護者の皆様の人数

制限を実施します。3 年生保護者のご臨席につきましては一家族 2 名

までとさせていただきますので、ご了承願います。 

 


